
１　防災

  松戸市水道事業震災対策本部

　(1)　本部設置

　　　警戒宣言発令時又は地震発生時の被害状況により、松戸市水道事業震災対策本部を

　　設置する。

　　　職員は、震度５強以上の地震が当該地（松戸市周辺）で発生した速報等を覚知した

　　場合、自ら判断し非常参集するものとする。

　　本部の組織は下記のとおりとする。

　(2)　本部構成員　（２２名）

班 員

総務課 ５名

総務課 ２名

工務課 ４名

工務課 ４名

復 旧 班 工 務 課 専 門 監 　５名

水 源 班 工 務 課 長 補 佐 　５名

総 務 班 総 務 課 主 幹 　６名

給 水 班 総 務 課 長 補 佐 　３名

　３名

工務課長

総人員

本 部 管 理 者 総務課長

復 旧 班

水 源 班

部 ・ 班 名 本 部 長 副本部長 班 長

第１配備　震度５強 第２配備　震度６弱 第３配備　震度６強以上

総 務 班

給 水 班

本 部



　(3)　事務分掌表

・震災対策についての総合指令に関すること。

・本部長の補佐及び代行に関すること。

・震災対策についての総合指揮に関すること。

・班の統括に関すること。

・本部長の指示に関すること。

・本部内の連絡調整に関すること。

・松戸市災害対策本部との連絡調整に関すること。

・協定等に基づく応援要請に関すること。

・情報の収集に関すること。

・情報の提供、記録統計及び広報に関すること。

・職員の配置、調整に関すること。

・ボランティアの受入れに関すること。

・職員及び応援者の食料、被服の調達に関すること。

・職員及び応援者の宿泊施設の確保に関すること。

・資材（工事材料等を除く）の調達に関すること。

・財務に関すること。

・他の班に属さないこと。

・班の統括に関すること。

・本部長の指示に関すること。

・給水の指揮に関すること。

・応急給水情報の収集に関すること。

・給水計画に関すること。

・班の配置に関すること。

・応急給水重要施設に関すること。

・応急給水等の広報に関すること。

・班の統括に関すること。

・本部長の指示に関すること。

・復旧の指揮に関すること。

復旧班長

給水班

給水班長

総務班

本部長

副本部長

総務班長



　(4)　松戸市災害対策本部組織での水道部の役割

○松戸市水道　　　８９９ha

○流山市水道　　　　　３ha

○小金浄水場　○幸田配水場

水源施設の復旧 ○常盤平浄水場

○取水井戸　１４本（小金６本・常盤平８本）

○導　水　管　Ｌ＝　１２，０５６ｍ

水道管の復旧 ○配　水　管　Ｌ＝２０３，８２４ｍ　

　　　計　　　　　２１５，８８０ｍ

・水質検査に関すること。

活動内容   対象範囲及び施設

応急給水 ○千葉県水道　５，２６２ha

・復旧用資機材の調達に関すること。

・被災水源施設の復旧に関すること。

・応急給水の配水に関すること。

水源班 ・班の配置に関すること。

・被害調査に関すること。

・薬品等の二次災害の防止に関すること。

・復旧の記録に関すること。

水源班長 ・班の統括に関すること。

・本部長の指示に関すること。

・応援者に対する資料の提供に関すること。

・復旧情報の収集及び提供並びに広報に関すること。

・管路の復旧工事に関すること。

・被害調査に関すること。

・復旧計画に関すること。

・復旧用資機材の調達に関すること。

復旧班 ・班の配置に関すること。



　(5)　松戸市内の水源

千葉県企業局

横須賀中央公園 　　　１００㎥

旭町中学校 　　　１００㎥

※　松戸市地域防災計画（資料編）より

耐震性飲料水兼
用貯水槽

　　　３００㎥

耐震性井戸付貯
水槽

六実小学校 　　　４０㎥

東部ｸﾘ-ﾝｾﾝﾀ- １，００８㎥／日

和名ケ谷ｸﾘ-ﾝｾﾝﾀ- ３，８４０㎥／日

やまぶき公園 　　　１００㎥

防災用井戸

　　　　４０㎥

合　　　　　　　　計 １０７，８６５㎥

　　５，３０２㎥
旧六和ｸﾘ-ﾝｾﾝﾀ- 　　４５０㎥／日

本庁 　　　４㎥／日

松戸市水道部 　６，７２３㎥

ちば野菊の里浄水場 ３０，０００㎥ ９５，５００㎥

松戸給水場 ６０，０００㎥

種       別 有効貯水量 合       計

栗山浄水場 ５，５００㎥

常盤平浄水場 　２，０４３㎥

小金浄水場 　１，７４０㎥

幸田配水場 　２，９４０㎥



　(6)　給水訓練等

　　　災害時に迅速な対応を図るために、毎年行われる松戸市総合防災訓練に

　　参加し、応急給水訓練を実施している。また自動給水分配装置等諸機械器

　　具の定期運転及び日常点検を実施している。

　(7)　隣接水道事業体との連絡管布設状況

　　　地震、渇水等の緊急時における安定した給水の確保を図るため、県水及

　　び流山市の協力を得て水道事業間の緊急連絡管を下記の３地点に設置して

　　ある。

　①　松戸市、流山市の連絡管

　　　松戸市横須賀６３９番地先 流山市鰭ケ崎橋本２５－１番地先

　②　松戸市、県営水道の連絡管

　　　松戸市根木内２９５番地先

　　　松戸市常盤平５丁目２４番地先

松戸市根木内６５６番地先

松戸市五香西３丁目５番地先
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